
福岡都市計画地区計画の変更(福岡市決定)

指15市計副長~ill引制必!γ白地区地区宮 I 'iilljを次のように ZEZE (J2181、変更) する。

fEl ，mi 決!路島凹丁目地区地区芦|四i

位 1ap1.1-i 1 福岡市博多区美野島田丁目の一部

而 1~有 約 4. 1 h a 

地区計|国の目，t.張 当地区は、 l埠多駅から市へ約 2kmに{立j留する工場跡地であるが、「那珂川

リバーサイド地区住宅市街地総合盤的事業」の拠点地区であ り、住宅を主体

とした一体的開発が百十回されている。

区 このため、この開発に|捺し、併せて盤的される公共胞設や剤辺環境と辿舵

|域 -制和した公共空地の笠6t!1及び土地の合理的かつ健全な高度利Hlを適切に誘

の 場し、 良好な古l~ rIl型 r.1:1高居住宅地の形成を図ることを白線とする。

笹 ー

~I:í 土地利Jf.Jに阪lする 道路、 公邸、河川等の公共施設の鐙附と辿携を図るとともに、公共空地の

基本方針 整備とあわせて、周辺環境との調和に留意した土地の高度利用を行い、良好

B日 な住宅及びキIJ使施設等を配置する。

及 都市基盤施設及び 地区内及び周辺地区のコミュニティの場として、公共笠1111を装備する。

υ( 地区施設の畿日(jの方針 公共笠地は河川・ 公陸l事業で整備されるリバーフロ ントプレイスと連続性の

-保 あるものとし、選!いやにぎわいの場としての活用を図る。 ， 

全

建築物笥;の竪frijjの方針 0 魅力に富んだ居住空間を創出するとともに、 周辺の今後の土地利用の勤

関 向と調和を図るため、建築物の用途のjf，11I彼等を定める。

"9・. 0 質の高い歩行者空間を臨保するため、 建築物等の壁面の位震の制限を定

る める。

方 0 魅力ある都市最観の創造を図るため、地築物等の形態、意匠及び配置に

主l' 配慮するとともに、緑地の確保に鍔める。

その他当鉱区域の装備 自15市計四道路笑野島1志願おj! とーやI~ となった$行者用通路を雌保し、 質の高

及び問先に限lする方針 い歩行者空間の形成を図る。また、公共空地とは別に、主に地区内の施設と

して広場を整備する。

同開発等促進区 ポ)4. 1ha

主裂な公共施絞の配Dil 広場 名 利i 面 j尚 嬰

及びj晃:1茨
広 場 A 約 1，500rri

間 積 長句 3. -4 h a 

地区!JTh絞の配;泣 広場 名 ，ffJ、 Rii おi 摘~
及び対u.英 一

広場 B 約 50 0 of 

その他 名 1昨l 員 延 長 11・1::;〆132・b正. 

の公共
笠l也 忠行者f日通路 2m 約 310m

述築物詩:の ~H?k してはならない姥築物は、次に ~12}げるものとする。

HI途のflilll恨 建築基準法別表第 2 (と)J.民にJSげる建築物

2 風俗営謎等のJi.WHII及び撲務のj西正{じ等に限l する法律~it; 2条第 1J~lに絡げ

る建築物

Jt!! 
容積率の最高限度 1 0分の 30

建
区

築 窓積率の最低限度 1 0分の 10 
ただし、~ill!築基準法第 5 9条第l.i頃鋭 l号から鋭 3号までのいずれかに訟

gzi，h3L 4 物 当する建築物は、この限りでない。

dそ師射F 地ベいキ.の 1 0ぅ子の4
出i 最高限度

建築物の建築面積 200m 
関 の車低限度 ただし、建築基準法第 59条!(;1 頃lf~ 1 号からまT~ 3号までのいずれかに該

当する建築物は、この限りでない。

す ー

回 笠間の位寵・のmll限 l 都市計画道路奨野島境原綿との敷地境界線から匙築物の外壁治しくはこ

る れに代わる柱の間又は建築物に付属する門若しくはへいまでの距;維の車低

限度は、 2mとする。ただし、歩行者月l;_邑路における歩行者の通行に供す

ることを目的とするhiE訟は、この限りでない。

1百 つ 広場Aの区域内においては、~築物の笠若しくはこれに代わる柱又は述

築物に付属する門若しくはへいを建築してはならなt，'oただし、 jJiL匙!Ffr等

で広場の;~IJm上必袈であり、かつ、支障がないと認めて市長が詐r可したも
のは、この|恨りでない。

建築物等の形態 l 建築物の屋;限及び外壁又はこれに代わる住の形態、 慾痘及び色彩!立、問

又は意匠のmlJ IIJ.~ 四の環境に翻和したものとする。

2 庭外広告物は、過大とならず周回の環境と調和するよう色彩、太きさ及

び設置場所に間態し、美観 -風致を損なわないものとする。

3 高架水措等の康外訟器物及び工作物は、 諾出j(ij:院を少なくする21i9tE15[|王子:

話Jに配慮するものとする。

rJl!!区計四、再開発等{足逃区及び地区盤。;;j告l'闘の区域、 主袈な公共胞設、地区雌訟の~~è位決びJ.ft娘、 ~ìÉびに笠在日

の{立;区のHilll浪は言l'ü!jH~l表示のとおり」

瑚lf.tl
~築基準法等の一部を改正する法千It (平成 14 五1;:法'W~Tl; 8 5 号)における地区別 i凶の統合に伴い、 ;..I~ :?iミの とお

りさ芝~するものである。

i再 3



地区計画の区域や道路等地区施設の配置などの
詳細については、都市計画課でご確認下さい。

(福岡市役所4F TEL:092-711-4388) 


